
京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第２中 

「 

ホ ッ ケ ー 用 具    を 

                                   」 

「 

ホ ッ ケ ー 用 具   

大 会 用 テ ン ト （ 大 ） 
１張りにつき１日

１，０００  に改め 

大 会 用 テ ン ト （ 小 ） ５００   

                                   」 

る。 

第２条 京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第１（１）の項中「球技場又はこれ」を「球技場若しくは体育館の全面利用又は

これら」に改め，同表（３）の項中「会議室」を「球技場の特定部分利用，体育館の半

面利用又は会議室」に改める。 

別表第２中 

「 

会 議 室 
Ａ 

１室につき１日 ２，７７０   を 
Ｂ 

                                   」 

「 

会議室（球技場利用者用） １室につき１日 ２，７７０   に改め 

                                   」 

る。 
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第３条 京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第１号中「３，０８０円」を「３，１３０円」に改める。 

  別表第２利用料金の欄中「２，７７０」を「２，８２０」に，「８，４３０円」を「８，

５９０円」に，「２，８８０円」を「２，９３０円」に，「５，７６０円」を「５，８６

０円」に，「６，９９０」を「７，１２０」に，「１，３３０」を「１，３６０」に，「１，

０２０」を「１，０３０」に，「３００」を「３１０」に，「４，１１０円」を「４，１

９０円」に，「１，５４０円」を「１，５７０円」に，「３，０８０円」を「３，１４０

円」に，「１，０００」を「１，０１０」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

    次項から附則第４項までの規定 この規則の公布の日 
  第１条の規定 平成３１年４月１日 

   第２条の規定 平成３１年９月１日 

   第３条及び附則第５項の規定 平成３１年１０月１日 

（準備行為） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の規定による付

属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，第１条の規定の施行前

においても行うことができる。 

３ 第２条の規定による改正後の京都市宝が池公園運動施設条例施行規則の規定による付

属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，第２条の規定の施行前

においても行うことができる。 

４ 第３条の規定による改正後の京都市宝が池公園運動施設条例施行規則（以下「改正後

の規則」という。）の規定による広告の表示等に係る料金及び付属設備の利用に係る料金

の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にこれらの

料金を収受させるために必要な準備行為は，第３条の規定の施行前においても行うこと

ができる。 



（適用区分） 

５ 改正後の規則の規定は，第３条の規定の施行の日以後の利用に係る料金について適用

し，同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 

 


